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「学校における災害対応
等について」 



まず講師の自己紹介をさせていただ
きます(^^)/ 



• 平成６年 入庁  

• 港湾課，築館福祉事務所，土木総務課， 

ＪＡＷＯＣ（ワールドカップサッカー日本組織委
員会），行政評価室，ＮＰＯ活動推進室，仙台
中央県税事務所，子育て支援課 を経て， 

• 平成２３年７月から，教育庁総務課（広報調
整班） 

 • 庁内調整や議会対応等が主な役割であるが，
県立学校の避難所指定等について担当 

• また，スポーツ健康課作成の「みやぎ学校安
全基本指針」の作成作業部会メンバー 

 



研修のねらい 

• 学校における災害対応を検討する上で参考
となる情報，考え方等を研修生の皆様方にお
示しすること 



本題に入ります・・・ 



元となる考え方 

• 東日本大震災では，学校現場は「大変な状
況」であった。 

  どのように大変だったのか→ 

  ・甚大な人的・物的被害の発生 

  ・避難所に利用された学校では，対応に教
職員が忙殺された 等々 

 

東日本大震災での経験を教訓として活かし，今
度災害が来ても「大変じゃない状況」にしたい。 



改善策（主な例） 
・甚大な人的被害  
「みやぎ学校安全基本指針」の策定， 
    防災主任の制度化等 

・甚大な物的被害  

校舎の移転，非構造部材を含めた耐震化 

・避難所対応に教職員が忙殺 

「県立学校が避難所として利用されることに係る基
本的な考え方」の策定等 



みやぎ学校安全基本指針 

• 「東日本大震災における
学校等の対応等における
調査」，学校現場の教職
員の声等から東日本大
震災の教訓を導き出し，
それを踏まえる形で作成
されている。 



みやぎ学校安全基本指針 
• 安全教育において「必ず身につけさせたい事
項と内容」を細かく示している。 



防災主任 

 各公立学校において，防災教
育，防災計画の立案，学校に
おける地域防災その他の防災
に関する事項について連絡調
整に当たり，及び必要に応じて
指導，助言を行う防災主任を命
課し，拠点となる学校には，防
災担当の主幹教諭を配置する。 

防災主任は，学校内では年間計画の立
案や校内研修等を通じて防災教育の推
進に中心的な役割を担う。 
また，学校の防災機能の整備にあたる。 
学校外では，家庭，地域，自治体の防災
部局と連携し，学校における地域防災推
進の連絡調整の役割を担う。  



非構造部材を含めた耐震化 
• 今回の東日本大震災では，校舎の倒壊等に
よる死亡者はいない。 

耐震化を進めた成果 

• その一方，天井，窓ガラス等の非構造部材に
被害が出て避難場所として使用できなかった
学校も多い 

非構造部材の耐震化が必要 



県立学校が避難所として利用され
ることに係る基本的な考え方 
• ポイントは 

 県教委と市町村長の間での基本協定の締結 

 住民中心の避難所運営及び教職員の「支援」
の明確化 

  



なぜ「基本的な考え方」等をまとめた
のか 
・東日本大震災では，避難所となった県立学校
等において，様々な問題が生じた。（１） 

教職員が避難所対応に苦慮した。 

例えば・・・ 

避難してきた住民の対応に多忙を極め，児童生徒の安全確保・安否確認・
学校再開準備等に支障があった。 

自分の家族の安否確認も出来ないまま，不眠・不休で何日も泊まり込んだ。 

備蓄品が何も無く，教職員が自分の家から衣類や布団等を持ち込んで避難
者に提供した。 

住民からの苦情・強い要求等への対応に苦慮した。 

等々 



・東日本大震災では，避難所となった県立学校
等において，様々な問題が生じた。（２） 

避難した住民も大変な思いをした。 

避難した学校に備蓄品が無く，食料・暖房等が無く，飢えや寒さに苦しんだ。 

４月７日の余震の際，学校に避難したが，誰もいなかったため，やむを得ず
窓を壊して学校内に避難した。 

トイレがつまり，不衛生な状態で使用しなければならなかった。 

避難所に指定されている学校に避難したが，学校側から避難することを拒
否された。 

等々 



このような問題は・・・ 

事前の準備不足に起因するものがほとんど 

東日本大震災での経験を踏まえ，次の災
害の発生に備え，出来る準備は行わなけ
ればならない。 

その準備（避難所関係）にかかる宮城県教育
委員会の指針が「基本的な考え方」である。 



「基本的な考え方」のポイント（１） 

１ 住民等の避難先としての準備等について 

 避難所の指定にかかる「基本協定書」
を県教育委員会と市町村において締
結することとした 

目的は，基本的な事項の「明確化」である 



なぜ「明確化」しなければならないか 

例えば・・・ 

自分の学校が避難所に指定されている認識がない。 

そもそも避難所の「設置・運営」の責任の所在を関係者が理解していない。 

「なぜ，教職員が避難所運営を支援しなければならないのか」等と疑問あり。 

避難所として指定する側の市町村と指定される側の学校（県教育委員会）
との明確な意思確認が不可欠 

等々の問題 

避難所に指定された当時に
締結したであろう協定書等
が既に無くなっている事例

もあった 



「基本的な考え方」のポイント（２） 
２ 避難所の設置・運営主体等について 

 可能な限り地域住民が自主的に避難
所の開所・運営を行い得るよう必要な
取組を行うこととした。 

目的は，避難所運営の「円滑化」である 

教職員が本来業務に支障が無い範囲
で，避難所運営への支援に取り組む
こととした。 



なぜ「地域住民」の自主的運営が必要
なのか 東日本大震災での状況 

市町村職員が運営できるか？ 

教職員が運営できるか？ 

市町村職員・教職員がいつも学校にいるとは限らない 

根本的な問題として・・ 

災害規模が大きすぎて，避難所
運営に職員を派遣できない市
町村もあり 

避難所運営にあたったため，児
童生徒への対応・学校再開準
備に支障があった学校も多かっ
た 

学校に誰もいない時に災害が起きる確率の方が，
圧倒的に高い 

と言うよりも・・・ 



理論上は・・・ 

• 学校に職員がいる時に災害が起こる確率は， 
２２％程度と低い。 

 ※ 土日祝日・年末年始をのぞき，１日８時間勤
務として計算。 

     
・一年間の時間数：３６５日×２４時間＝８７６０時間 
・学校に職員がいる日数（３６５日－１１９日）＝２４６日 （※１１９日は平成２４年） 
・一年間に学校に職員がいる総時間数 ＝ ２４６日×８時間 ＝ １９６８時間 
・学校に職員がいる時間の割合 ＝ １９６８時間／８７６０時間 ＝ ２２．４％ 

  （災害はいつ何時おこるかわからないので，この割合が，「学校に職員がいる
時に災害が起こる確率」とイコールとなる） 

※全国学校安全教育研究会会長矢崎氏の資料を参考に計算 



文部科学省スポーツ・青少年局 学校健康教育課 佐藤安全教育調査官作成資料 
実際にも・・・ 



教職員・自治体職員は学校に駆
けつけられない状況  

例えば深夜に大規模な災害が発生した場合 

交通機関はストップ 

道路は陥没等により通行止め 

避難者自らが避難所で対応することが必要 



要するに・・・ 

• 地域住民が自主的に避難所の開所・運営を
行い得るようにすることは，避難する住民に
とっても極めて重要 

ということになる。 



なぜ，教職員が本来業務に支障が無い範
囲で，避難所運営への支援に取り組むこ
ととしたのか（１） 
• まず・・・ 
「県立学校は，避難所として場所を貸しているだけ」（教
職員は避難所の運営には携わらない）との認識もあった。 

しかし，目前で住民が避難してきている状況において，
運営に携わらないことは不可能。 

教職員は「支援に取り組む」という県教育委員会として
の態度を明確化 



なぜ，教職員が本来業務に支障が無い範
囲で，避難所運営への支援に取り組むこ
ととしたのか（２） 
• その上で・・・ 
本来業務である児童生徒の安全確保等に支障があって
はならない。 

「本来業務に支障が無い範囲で」と明確化 



２つの理念（住民中心の運営・教職員
による支援）が実際上も生かされるよ
うにするため 

「学校，市町村，地域住民の共通認識を図ると
ともに，あらかじめマニュアル等に定め，三者が
協力して定期的に行う防災訓練等を通じて，手
順等の確認を行う必要がある。」 

と指摘し，「基本協定」（ひな形）に反映 



ここからは，防災についての 
一般論・雑感等です。 



災害対応時の組織論について 



そもそも学校という組織は 
危機管理（非常時対応）に向いてない？ 

• 学校は「学級委員会型組織」であるとの指摘
有り 

• つまり，「何かあったらみんなで話し合いまし
ょう」という雰囲気があるのでは。 



危機管理（非常時対応）には 
「軍隊的組織」が向いている 

• つまり，指揮官が即座に判断し，全責任をも
って組織に命令・指揮する。 

• 指揮官が全責任を負う準備と覚悟が必要。 

 

 



東日本大震災でも・・ 

• 「校長の判断避難して助かった」 

• 「校長の指揮により避難所運営をスムーズに
行った」 

 

 
等々の記録・証言はがよくあるところ 

 



もし，上司が誰もいない時に震災
が起き，ご自分が指揮・命令を行
わなければならない場合は想定さ
れないでしょうか？ 



災害時の対応において知っておくべき
人間の心理特性 

１ 正常性バイアス 
外界の強烈すぎる刺激に対して、理知的動物
がそれを心理で抑制して、慌てないようにして
しまうこと。 

日常性を保護するために必要な措置だが、度
が過ぎると「本当の危険」に対しても、「煙はや
がて収まるだろう」「今の小さな地震は本震で
あって、もっと大きな地震への予震ではない」
というように、暴風雨被害や津波、テロなどの
あらゆる事態に対して、「きっと大丈夫」という
判断をしてしまいかねない。正常性バイアス
が原因で被害が甚大化することもある。 
英語で “Normalcy bias” と呼ぶ。「正常化の偏

見」「正常への偏向」「恒常性バイアス」などと
訳されることもある。 
（出典：はてなキーワードHP） 

２００３年２月１８日の韓国テ
グの地下鉄火災（約２００人

が犠牲になった） 

http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C3%CF%BF%CC
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C3%CF%BF%CC
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C4%C5%C7%C8
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%C6%A5%ED
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C0%B5%BE%EF%C0%AD%A5%D0%A5%A4%A5%A2%A5%B9
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C0%B5%BE%EF%B2%BD
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%CA%D0%B8%FE
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%A5%D0%A5%A4%A5%A2%A5%B9


思い出して見ましょう・・・ 

• 今回の東日本大震災で地震発生直後，あな
たはどんな行動をとりましたか？ 

（※被災してトラウマになっている方等がいたら
無理しないでください。<(_ _)>） 



東日本大震災の教訓を踏まえ，
NHK等の放送の内容も変わった 

• 昨年の12月7日の津波警報の際には「東日

本大震災を思い出して下さい」「命を守るため
に急いで逃げて下さい」など強い口調で方法 

 

「正常性バイアス」を崩す効果有り 



「釜石の奇跡」をおこしたのは？ 

• 「津波てんでんこ」 

 津波の時は，連れ添って逃げるのではなく，「てんで」
（それぞれ）逃げること。 

  ↓ 

 他の家族等もきっと安全なところに逃げているはずだ
という確信が必要 

 

• 「率先避難者たれ」 

 みんなが逃げなくても，まず自分が逃げることで，自分
以外の避難も促す（正常性バイアスを崩す）効果あり 



しかし災害弱者対応はどうする？ 

• 災害弱者は「てんで」には逃げられない。 

• 地域がどこまでフォローするのか 

• 責任は誰が負えるのか 



災害時の対応において知っておくべき
人間の心理特性 

２ 他愛行動 
NHKスペシャル「巨大津波、そのとき人はどう動いたか」 で紹介されました。 

・津波警報が出ているのに避難しようとしない    
高齢者を長時間説得 

・役場職員・消防団員の方が住民に最後まで
避難を呼びかけて犠牲に 等々 

平成24年12月8日の朝日新聞の記事「あの日
よぎった。逃げた」をご紹介 



• 災害時の人間の心理特性にも配慮
した対策・防災教育が必要 



以上です。 

• ご静聴ありがとうございました。 


